
令和５年度 第４回猪名川町農会長会次第 

日 時：令和６年１月１８日（木） 

午後６時３０分～ 

場 所：猪名川町立中央公民館視聴覚ホール 

 

１．開 会 

 

 

２．あいさつ 

 

 

３．協議・報告事項 

（１）猪名川町農業環境課関係 

①令和５年度及び令和６年度経営所得安定対策等交付金について・・Ｐ１ 

②水田活用直接支払交付金における交付対象水田の見直しについて・Ｐ８ 

③令和６年度営農計画書における水張面積の設定について・・・・・Ｐ１１ 

④令和６年産米の生産目安について・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１３ 

 ⑤人・農地プラン地域計画について・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２１ 

⑥令和６年度農会長連絡票について・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２３ 

⑦有害鳥獣関連について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２４ 

⑧農作業における野焼きについて・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２６ 

⑨その他 

  ・農会長手当の振込について  ４月末振込予定 

 

（２）兵庫県農業共済組合関係・・・・・・・・・・・・・・・・別冊 

 

 

（３）兵庫六甲農業協同組合関係・・・・・・・・・・・・・・・別冊 

 

 

４．閉 会 

 

 

 

町役場 



令和５年度経営所得安定対策等について 

 

● 経営所得安定対策等交付金交付申請状況 

・ 水田活用の直接支払交付金  ２００件（前年同期 ２０９件  ▲９件） 

・ 畑作物の直接支払交付金    １件（前年同期   １件  ±０件） 

 

● 水田活用の直接支払交付金 

出荷・販売の確認資料については、農家は５年間の保管が必要となっており、本町では交付要件

の確認を行うために各農家の方々から提出していただき、それらを町で一括して証拠書類として保

管することとしています。 

現在、該当農家へ出荷・販売の確認資料の提出について通知し、書類を整理しています。今後、

提出された書類の確認を行い、不足や不備があった場合、該当農家へ連絡し、書類が整い次第、国

へ報告をします。 

 

 

 

 

 

 

● 畑作物の直接支払交付金（数量払） 

確定した出荷数量に応じて、交付金の交付を行います。すでに、生産年の作付面積に応じて営農

継続支払の交付金が交付されているため、数量払の交付額は算出された額から営農継続支払交付額

を差し引いた額が支払われます。 

 

● 交付金支払時期 

・ 水田活用の直接支払交付金        ３月中旬支払い予定 

・ 畑作物の直接支払交付金（数量払）    ３月中旬支払い予定 

 

 

事務の流れ（予定） 

該当農家 

出荷販売報告 

町 書類確認 → 国へ報告 

＊未提出・不足書類について農家

へ連絡 

国 

農家へ交付 

10/27→11/30〆 ２月中旬→下旬申請 ３月末 
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農業者への支援制度      

   
 

 

 

水田で麦、大豆、米粉用米、飼料用米等を生産する農業者に対して、主食用米並みの所得を
確保し得る水準の交付金を国から直接交付される。 

 
 

 
 
 
 

対象作物 交付金額 

麦、大豆（黒大豆含む）、飼料作物  ３５，０００円／１０ａ※1 

ＷＣＳ用稲 ８０，０００円／１０ａ 

加工用米 ２０，０００円／１０ａ 

飼料用米、米粉用米 
収量に応じて、 

５５，０００円～１０５，０００円／１０ａ 

※１ 多年生牧草について、収穫のみを行う年は１万円/１０a で支援 

 
 

 
 
 

 
   
  

取組内容 交付金額 

そば、なたね、新市場開拓用米、地力増進作物の作
付け（基幹作のみ） 

２０，０００円／１０ａ 

新市場開拓用米の複数年契約 １０，０００円／１０ａ 

    

 

 

（１）水田活用の直接支払交付金  

経経経   営営営   所所所   得得得   安安安   定定定   対対対   策策策   等等等   

（（（令令令和和和５５５年年年度度度））） 

＜１．戦略作物助成＞  

＜２．産地交付金（県）＞（国段階設定） 
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「加工用米」、「飼料用米」、「新市場開拓用米」、「野菜」の生産性向上等に向けた取組に対して

支援。「野菜」については、農業法人、認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、人・農地
プランの中心経営体、農地中間管理機構からの農地借受者への支援。 

 

対象作物 対象者 交付金額 

野菜 

農業法人、認定新規就農者、認定
農業者、集落営農組織、人・農地
プランの中心経営体、農地中間管
理機構からの農地借受者 
※露地 10a 以上作付 

３,０００円／１０ａ以内 

加工用米 
（低コスト・高品質化） 

加工用米を生産する農業者等 
※以下の取組を１つ以上行ってい
る者に限る 
①種子更新を行っている、②県内
の加工業者と契約を締結してい
る、③加工用米の作付面積が
1.0ha 以上（特定農山村・振興山
村地域等の場合は、作付面積の要
件は 1/2）④兵庫県認証食品の認
証を受けている 

１０,０００円／１０ａ以内 

加工用米 
（複数年契約） 

加工用米を生産する農業者等 
※３年以上の複数年契約を行った
ものに限る 

１２,０００円／１０ａ以内 

飼料用米 
（生産性向上・担い手支援） 

認定農業者、集落営農組織、認定
新規就農者、人・農地プランの中
心経営体、農地中間管理機構から
の農地借受者 
※県内の畜産農家、JA・全農兵庫
県本部、飼料メーカー等へ出荷販
売を行う取組であること。 

８,０００円／１０ａ以内 

新市場開拓用米 
（担い手支援） 

認定農業者、集落営農組織、認定
新規就農者、人・農地プランの中
心経営体、農地中間管理機構から
の農地借受者 
※輸出など内外の新市場の開拓を
図る米の作付面積に限る 

５,０００円／１０ａ以内 

 

＜３．産地交付金（県）＞（県段階設定） 
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猪名川町地域農業再生協議会において、地域の実情に即して、地域振興作物の生産に向けた
取組を支援する。 
 

番号 メニュー 
交付金額 

（１０ａあたり） 

内容 
（対象作物等） 

１ 

そば品質確保

加算 

１５,000 円 

そば 
 
ただし、営農活性化支援事業（次頁参照）に
参加するものに限る。 
※２年連続で収穫が皆無だった農家は交付
対象外とする（自然災害等による収穫皆無
の場合は、適正な肥培管理、獣害対策を行
っていたことの証拠書類（肥料購入の領収
書、作業日誌、写真等）を揃え、国と協議
を行うことで交付金の対象となる場合が
あります）。 

 

２ 

推奨作物助成

（基幹） 

１５,０00 円 

黒枝豆、未成熟とうもろこし、自然薯、アス
パラガス 

３ 

推奨作物助成 

（二毛作） 

１０,000 円 

「黒枝豆（早生）とそば」又は「未成熟とう
もろこしとそば」との組み合わせによる二毛
作を行う場合に、黒枝豆（早生）又は未成熟
とうもろこしの作付面積に応じて助成。 

４ 

学校給食加算

（基幹） 

1２,000 円 

たまねぎ・はくさい・きゃべつ・だいこん・

未成熟とうもろこし・食用かんしょ・食用ば

れいしょ・きゅうり・なす・トマト・ねぎ・

ブロッコリー 

※ＪＡ兵庫六甲との事前出荷契約が必要 

５ 

基本助成 

（一般） 

７,０00 円 

野菜、果樹など。永年性作物（果樹）につい
て、３年以内に新植されているものに限る 
（令和３年度以降に植栽されたもので、補植
は除く）。 
※推奨助成（４品目）を除く 

６ 

担い手支援 

加算 

８,000 円 

野菜、果樹などを出荷する認定農業者及び認
定新規就農者。 
※対象作物は項目６と同様 

【交付要件】・・・①販売農家であること。 
②５年に１度の水稲作付若しくは１カ月以上の水張を 
行うこと（ご自身で証拠書類として作業日誌、写真等 
を保管してください）。 

【必要書類】・・・①出荷契約書、出荷伝票、生産日誌（果樹）等販売を確 
認できるもの 

＜４．産地交付金＞ 町設定 
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【加算イメージ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者を支援するもの。 

 
※１ 畑地化の取組は、交付対象水田から除外する取組を指す（地目の変更を求

めるものではない）。 
※２ 令和５年度における取組が対象。 
※３ 令和５年度において畑地化した面積全体が対象。 
※４ 加工・業務用野菜等の場合 
 

【交付対象者及び交付対象農地】 

①令和４年度に「主食用米の作付けを行った者」または「水田活用直接 

支払交付金の交付対象となった者」 

②令和４年度に「主食米の作付けを行った水田」または「水田活用直接 

支払交付金の交付対象となった水田」 

③おおむね団地化された畑地を形成されていること（畑地化を検討して 

いる農地が、１団地０．５ｈａ以上の連担地となっていること）。 

 

【交付要件】・・・①５年間継続して畑作物の作付及び出荷販売を行うこと。 

②令和５年７月１日付で水田活用直接支払交付金の交付対 

象水田から除外）を行うこと。 

 

【必要書類】・・・①出荷契約書、出荷伝票、生産日誌（果樹）等販売を確 

認できるもの 

対象作物 ①畑地化支援※１、２ ②定着促進支援※３ 

ア 高収益作物 
（野菜、果樹、花き等） 

１７５,０００円／１０ａ 
２.０（３.０※４）万円／１０ａ×５年間 
または 
１０.０（１５.０※４）万円（一括） 

イ 畑作物 
（麦、大豆、飼料作物（牧
草等）、子実用とうもろこ
し、そば等） 

１４０,０００円／１０ａ 
２.０（３.０※４）万円／１０ａ×５年間 
または 
１０.０（１５.０※４）万円（一括） 

★未成熟トウモロコシ： 
１０ａあたり 

 
 
 
町）１５,０００円（推奨助成） 

 

町）１２,０００円（給食加算） 

★そば：10ａあたり 
 
 
 
 
 

≪町）営農活性化事業 刈取り面積１０,０００円≫ 

県）２０,０００円 

町）１５,０００円（そば加算） 

（２）畑地化促進支援 
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諸外国との生産条件の格差により不利益がある国産農産物（麦・大豆・そば等）について、標

準的な「生産費」と「販売価格」の差額分に相当する額が直接交付される。 
 

対象作物 交付金額 要件等 

そば 

（面積払） 
１３,０００円 / １０a 

【対象面積】当年産作付面積に応じ

て算定。 

【備考】数量払に先立って支払う 

そば 

（数量払） 

〈課税事業者〉 

１等 １７,１８０円 / ４５kg 

２等 １５,０７０円/ ４５kg 

 

〈免税事業者〉 

１等 １８,０１０円 /４５kg 

２等 １５,９００円/４５kg 

【算定方法】販売数量に応じて算定 

（面積払の金額を差し引いた額） 

【備考】品質の良いものを多く収穫

すれば、その分が更に加算され

る。規格外・未検査品については

対象外。検査規格の等級区分が１

等・２等のみ。 

※集落営農は課税事業者向け単価

になります。 

 
【交付要件】・・・認定農業者、集落営農、認定新規就農者のみ 

※集落営農とは、①組織規約の作成、②共同販売経理、③農業法人化  
計画、④農地利用集積計画を要件としています。 
 

 
 
 
 
 
 収入減少による農業経営への影響を緩和し、安定的な農業経営ができるよう、農業者拠出に基
づくセーフティーネットとして実施される。 

 

猪猪猪名名名川川川町町町営営営農農農活活活性性性化化化支支支援援援事事事業業業（（（そそそばばば助助助成成成）））   
猪名川町営農活性化支援事業の１つとして、“そばの栽培支援”を行っており、野帳に基づ

き“そば”を作付けした場合、実収穫（刈取）面積に応じて助成金を交付しています。 
 
● 助成金額・・・基本助成  １０，０００円／１０ａ 

団地化加算 １０，０００円／１０ａ （１団地１ha 以上の連坦田） 
（但し、１団の農用地の傾斜が２０分の１以上の場合は、0.5ha 以上の連坦
田も対象とする。） 

（３）経営所得安定対策  

＜１．畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）＞ 

＜２．米・畑作物の収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）

＞ 
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＜
事

業
の

内
容

＞
＜

事
業

イ
メ

ー
ジ

＞

１
．
戦
略
作
物
助
成

水
田
を
活
用
し
て
、
麦
、
大
豆
、
飼
料
作
物
、
W

C
S
用
稲
、
加
工
用
米
、
飼
料

用
米
、
米
粉
用
米
を
生
産
す
る
農
業
者
を
支
援
し
ま
す
。

２
．
産
地
交
付
金

「
水
田
収
益
力
強
化
ビ
ジ
ョ
ン
」
に
基
づ
く
、
地
域
の
特
色
を
い
か
し
た
魅
力
的
な

産
地
づ
く
り
に
向
け
た
取
組
を
支
援
し
ま
す
。

３
．
都
道
府
県
連
携
型
助
成

都
道
府
県
が
転
換
作
物
を
生
産
す
る
農
業
者
を
独
自
に
支
援

す
る

場
合

に
、

農
業

者
ご

と
の

前
年

度
か

ら
の

転
換

拡
大

面
積

に
応

じ
て

、
都

道
府

県
の

支
援

単
価

と
同

額
（

上
限

：
0
.5

万
円

/1
0
a
）

で
国
が
追
加
的
に
支
援

し
ま

す
。

４
．
コ
メ
新
市
場
開
拓
等
促
進
事
業

1
1

,0
0

0
（
1
1
,0
0
0
）
百
万
円

産
地
と
実
需
者
と
の
連
携
の
下
、

新
市

場
開

拓
用

米
等

の
低
コ
ス
ト
生
産
等

の
取
組
を
行
う
農
業
者
を
支
援

し
ま

す
。

５
．
畑
地
化
促
進
助
成

2
,2

1
5
（
2
,2
1
5
）
百
万
円

水
田
を
畑
地
化
し
、
高
収
益
作
物
や
そ
の
他
の
畑
作
物
の
定
着
等
を
図
る
取

組
等
を
支
援
し
ま
す
。

①
畑

地
化

支
援

③
産

地
づ

く
り

体
制

構
築

等
支

援

②
定

着
促

進
支

援
（
①

と
セ

ッ
ト

）
④

子
実

用
と

う
も

ろ
こ

し
支

援

水
田

活
用

の
直

接
支

払
交

付
金

等
【
令

和
６

年
度

予
算

概
算

要
求

額
3

0
5

,0
0

0
（3

0
5
,0

0
0
）
百

万
円

】

＜
対

策
の

ポ
イ

ン
ト

＞

食
料

自
給

率
・自

給
力

の
向

上
に

資
す

る
麦

、
大

豆
、

米
粉

用
米

等
の

戦
略

作
物

の
本

作
化

と
と

も
に

、
地

域
の

特
色

を
い

か
し

た
魅

力
的

な
産

地
づ

く
り

、
産

地
と

実
需

者
と

の
連

携
に

基
づ

い
た

低
コ

ス
ト

生
産

の
取

組
、

畑
地

化
に

よ
る

高
収

益
作

物
等

の
定

着
等

を
支

援
し

ま
す

。

＜
政

策
目

標
＞

○
麦

・大
豆

等
の

作
付

面
積

を
拡

大
（

麦
30

.7
万

ha
、
大

豆
17

万
ha

、
飼

料
用

米
9.

7万
ha

［
令

和
12

年
度

ま
で

］
）

○
実

需
者

と
の

結
び

つ
き
の

下
で

、
需

要
に

応
じ
た

生
産

を
行

う
産

地
の

育
成

・強
化

○
飼

料
用

米
、
米

粉
用

米
の

生
産

を
拡

大
（

飼
料

用
米

：
70

万
t、

米
粉

用
米

：
13

万
t［

令
和

12
年

度
ま
で

］
）

［
お

問
い

合
わ

せ
先

］
農

産
局

企
画

課
（

0
3

-3
5

9
7

-0
1

9
1
）

戦
略
作
物
助
成

対
象
作
物

交
付
単
価

麦
、
大

豆
、
飼

料
作

物
3

.5
万

円
/1

0a
※

1

W
C

S用
稲

８
万

円
/1

0
a

加
工

用
米

２
万

円
/1

0
a

飼
料

用
米

、
米

粉
用

米
収

量
に

応
じ

、
5

.5
万

円
~1

0.
5万

円
/1

0a
※

２

産
地
交
付
金

畑
地

化
促

進
助

成
※

４

※
３

：
作

付
転

換
の

実
績

や
計

画
等

に
基

づ
き

配
分

○
当

年
産

の
以

下
の

取
組

に
応

じ
て

資
金

枠
を

追
加

配
分

＜
交

付
対

象
水

田
＞

・
た

ん
水

設
備

（
畦

畔
等

）
や

用
水

路
等

を
有

し
な

い
農

地
は

交
付

対
象

外
。

・
５

年
間

で
一

度
も

水
張

り
（
水

稲
作

付
）
が

行
わ

れ
な

い
農

地
は

令
和

９
年

度
以

降
は

交
付

対
象

水
田

と
し

な
い

。
・

水
張

り
は

、
水

稲
作

付
け

に
よ

り
確

認
す

る
こ

と
を

基
本

と
す

る
。

た
だ

し
、

①
湛

水
管

理
を

１
か

月
以

上
行

い
、

②
連

作
障

害
に

よ
る

収
量

低
下

が
発

生
し

て
い

な
い

場
合

は
、

水
張

り
を

行
っ

た
も

の
と

み
な

す
。

資
金

枠
の

範
囲

内
で

都
道

府
県

が

助
成

内
容

を
設

定
地

域
協

議
会

ご
と

の
助

成
内

容
の

設
定

も
可

能

国

都
道

府
県

地
域

協
議

会

取
組

内
容

配
分

単
価

そ
ば

・
な

た
ね

、
新

市
場

開
拓

用
米

、
地

力
増

進
作

物
の

作
付

け
（

基
幹

作
の

み
）

２
万

円
/
1
0
a

新
市

場
開

拓
用

米
の

複
数

年
契

約
１

万
円

/
1
0
a

資
金

枠
を

配
分

※
３

資
金

枠
を

配
分

営
農

計
画

書
・交

付
申

請
書

等
の

取
り

ま
と

め

交
付

申
請

＜
事

業
の

流
れ

＞

国
農

業
者

（
１

~
３

の
事

業
、

４
・
５

の
事

業
の

一
部

）

農
業

再
生

協
議

会
等

交
付

申
請

国
（
４

・
５

の
事

業
の

一
部

）
農

業
再

生
協

議
会

等
都

道
府

県

申
請

定
額

※
１

：
多

年
生

牧
草

に
つ

い
て

、
収

穫
の

み
を

行
う

年
は

１
万

円
/1

0
a

※
２

：
飼

料
用

米
の

一
般

品
種

に
つ

い
て

、
令

和
６

年
度

に
つ

い
て

は
標

準
単

価
7
.5

万
円

/1
0
a
（
5
.5

~
9
.5

万
円

/1
0
a
）

今
後

、
標

準
単

価
を

段
階

的
に

引
き

下
げ

、
令

和
８

年
度

に
お

い
て

標
準

単
価

6
.5

万
円

/1
0
a
（
5
.5

~
7
.5

万
円

/1
0
a
）
と

す
る

※
４

：
事

業
の

詳
細

は
予

算
編

成
過

程
で

検
討

1
3
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水
田
活
用
の
直
接
支
払
交
付
金
の
交
付
対
象
水
田
に
つ
い
て

１
．
交
付
対
象
水
田
の
整
理
・
更
新

地
域

農
業
再

生
協

議
会
は
、

毎
年
７

月
１

日
現
在
で

、
水
田

活
用
直
接

支
払
交

付
金

の
交
付
対

象
と
す

る
農

地
（
交
付

対
象

水
田
）
を

明
確
に

し
た

水
田
台
帳

等
を
整

理
す

る
。

２
．
交
付
対
象
水
田
の
範
囲

前
年

度
に
交

付
対

象
水
田
と

し
た
も

の
か

ら
、
以
下

に
該
当

す
る
も
の

を
除
く

。

・
現
況

に
お
い

て
非

農
地
に
転

用
さ
れ

た
土

地

・
３
年

間
連
続

し
て

作
物
の
作

付
け
が

行
わ

れ
て
い
な

い
農
地

・
畑
地
化
し
水
田
機
能
を
喪
失
す
る
等
水
稲
の
作
付
け
が
困
難

な
農
地
と
し
て
、
次
に
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

①
た
ん
水
設
備
（
畦
畔
等
）
を
有
し
な
い
農
地

②
用
水
供
給
設
備
（
用
水
路
等
）
を
有
し
な
い
農
地

・
５
年
間
に
一
度
も
水
張
り
（
水
稲
作
付
）
※
が
行
わ
れ
て
い

な
い
農
地

〔
目
的
〕

・
転
換
作
物
が
固
定
化
し
て
い
る
水
田
は
、
畑
地
化
を
促
す

・
水
田
機
能
を
有
す
る
農
地
に
お
い
て
転
換
作
物
の
生
産
を
行
う
場
合
は
、

ブ
ロ
ッ
ク
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
体
系
の
再
構
築
を
促
す

・
５
年
間
に
一
度
も
水
張
り
が
行
わ
れ
て
い
な
い
農
地
は
交
付
対
象

と
し
な
い

交
付
対
象
水
田
の
現
行
ル
ー
ル

（
要
綱
の
抜
粋
）

５
年
水
張
り
ル
ー
ル
の
具
体
化

・
た
だ
し

、
以
下
に
該
当
す
る
も
の
は
、

５
年

間
に
一
度

も
水
張

り
が

行
わ
れ
な

い
場
合

で
あ

っ
て
も
交
付
対
象
水
田
か
ら
除
外
し
な
い
。

①
災
害
復
旧

に
関

連
す
る
事
業

が
実
施

さ
れ

て
い
る
場

合

②
基
盤
整
備

に
関

連
す
る
事
業

が
実
施

さ
れ

て
い
る
場

合

※
 
①
、
②
の
い
ず
れ
の
場
合
も
、
過
去
の
作
付
け
の
実
績
及
び
将
来
の
作
付
計
画

等
か
ら
、
確
実
に
水
張
り
を
行
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
場
合
は
、
交
付
対
象
と
す

る
。

・
水
張
り

は
、
水
稲
作
付
け
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
を
基
本

と
す

る
。

・
た
だ
し

、
以
下
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
場
合
は
水
張
り
を
行
っ
た
と

み
な
す
。

①
湛
水
管
理
を
１
か
月
以
上
行
う

②
連
作
障
害
に
よ
る
収
量
低
下
が
発
生
し
て
い
な
い

※
「
今
後
５
年
間
に
一
度
も
水
張
り
、
す
な
わ
ち
水
稲
の
作
付
け
が
行
わ
れ
な

い
農
地
は
交
付
の
対
象
と
し
な
い
。
」

（
令
和
３
年
1
2
月
2
2
日

(
参
)
農
林
水
産
委
員
会
に
お
い
て
金
子
大
臣
答
弁
）

〔
令
和
３
年
1
2
月
に
決
定
し
た
方
針
〕

※
５
年
を
超
え
る
間
隔
で
ブ
ロ
ッ
ク
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
取
り
組
ん
で

い
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
実
例
の
検
証
を
継
続
。

2
0

〔
令
和
４
年
秋
に
具
体
化
さ
れ
た
内
容
〕 6
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令和８年度までに一度も水張り（水稲作付が基本）が行われ
ない農地は、令和９年度以降、水田活用直接支払交付金の交付
対象外となります。
令和９年度以降も水田活用直接支払交付金の申請を検討され

る方は、水稲作付を基本とした水張りが必要です！

交付対象水田となるためには？

◆交付対象から除外される水田とは？
以下に該当する農地
（1）現況において非農地に転換された土地
（2）３年間連続して作物の作付が行われていない農地
（3）畑地化し水田機能を喪失する等水稲の作付けを行う

ことが困難な農地として、次のいずれかに該当するもの
①湛水設備（畦畔等）を有しない農地
②用水供給設備（用水路等）を有しない農地

（4）令和８年度までに１度も水張り（水稲作付）が行われ
ない農地
※災害復旧に関連する事業が実施されている場合及び基盤整備
に関連する事業が実施されている場合は、水張りが行われて
いなくても除外されません。

【方法①】令和８年度までに水稲作付を行う。
以降、５年に１度の水稲作付を行う。

【方法②】１カ月以上の湛水管理を行い、連作障害による
収量低下を発生させないこと。
※圃場ごとに過去５年間の収量の記録が必要。
収量記録は毎年度提出していただく必要があります。５年間
の内、１度でも収量減収があった場合は、交付対象水田に
は戻ることができません。

追加

- 9 -



◆水稲作付を行う場合◆

◆毎年、湛水管理を行う場合◆

【お問い合わせ】
猪名川町地域農業再生協議会（役場農業環境課農政担当）
電話：072-766-8709

水張りシミュレーション

この場合、確認基準日である令和９年７月１日までに水稲作付が行われ
ているため、交付対象水田となります。なお、５年に１度の水稲作付が必
要となるため、令和６年に水稲作付を行った場合は、令和１１年までに再
度水稲作付を行う必要があります。
※令和１１年までに水稲作付を行わなかった場合は、令和１２年度以降は
交付対象水田から除外されます。

確認基準日である令和９年７月１日時点で、「①湛水管理を行うこと」
「②連作障害による収量低下が発生していないこと」の２要件が達成でき
ていれば、交付対象水田となります。
この場合、令和６年に減収が発生しておりますが、毎年度湛水管理を実

施しているため、連作障害が発生したとは考えにくい状況と判断されます。
よって、令和６年は自然災害等（豪雨、渇水、食害等）が考えられるた

め、近傍の同一作物等の生育状況と比較し、近傍の同一作物が同様に収量
低下していれば連作障害による収量低下ではないと判断できるので、交付
対象とすることが可能となります。

※当該シミュレーションは毎年湛水管理を実施しており
ますが、必ず毎年実施しないといけない訳ではありま
せん。ただし、毎年湛水管理を実施せずに減収があっ
た場合は、連作障害と判断され、交付対象水田から除
外される可能性が高くなりますのでご注意ください。

（確認初年度）
確認基準日
Ｒ9.7.1

圃場ごとのR4～
8年の収量を確
認し、２要件の
達成が確認でき
れば、R８年を
水稲作付け年と
みなし、交付対
象水田とする。

（確認２年目）
確認基準日
Ｒ10.7.1

R9年に確認を受
けた圃場におけ
るR5～9年の収
量を確認し、2要
件の達成が確認
できれば、R９
年を水稲作付け
年とみなし、交
付対田水田とす
る。

（確認３年目）
確認基準日
Ｒ11.7.1

R10年に確認を
受けた圃場にお
けるR6～10年
の収量を確認し、
２要件の達成が
確認できれば、
R10年を水稲作
付け年とみなし、
交付対象水田と
する。

冬期湛水 冬期湛水 冬期湛水 冬期湛水 冬期湛水 冬期湛水 冬期湛水 冬期湛水

作物栽培 作物栽培 作物栽培 作物栽培 作物栽培 作物栽培 作物栽培 作物栽培

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

（確認初年度）
確認基準日
Ｒ9.7.1
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営農計画書（野帳）に記載の本地(水張)面積は、経営所得安
定対策等実施要綱の規定により、「定期的に実測により確認す
る」もしくは「公的資料に基づく水田面積（耕地面積）から畦
畔の面積を差し引いて確認する」こととなっております。
したがって、猪名川町地域農業再生協議会では、以下のとお

り畦畔率を設定し、水田面積（耕地面積）から畦畔面積を差し
引くことにより水張面積を算出することといたします。

※畦畔面積とは、あぜ道や法面などの作物の作付けが不可能な農地の
面積です。

農林水産省の統計部が公表する本町の統計値から畦畔率を算出

本町の畦畔率は・・・

（372ha-339ha）÷ 372ha×100＝

【参考】農林水産省の統計部が公表する本町の統計値

（農林水産省統計部作物統計調査令和４年産市町村別データより）

◆当該畦畔率は町内全域に一律に用いることといたします。

本地(水張)面積＝水田面積(耕地面積)－畦畔面積※

↓
水田面積（耕地面積）×畦畔率

田耕地面積 田本地面積

猪名川町 372ha 339ha

畦畔率＝(田耕地面積－田本地面積)÷田耕地面積×100

8.8%

- 11 -



◆水田面積(耕地面積) ：412㎡の例

【現行】
一の位が切り捨てされ、耕地面積及び水張面積ともに410㎡

で表示されております。

【変更後】
耕地面積は一の位まで表示。水張面積は畦畔率8.8%を積算

した畦畔面積を差し引いた値が表示される予定です。

耕地面積

水張面積

【お問い合わせ】
猪名川町地域農業再生協議会（役場農業環境課農政担当）
電話：072-766-8709

耕地面積
水張面積

イナガワ１

イナガワ１
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　　　　　兵庫県における主食用米の生産目安 150,000  玄米トン

　　　　　　　　　　　　　　　　（同面積換算値） 29,940  ｈａ

面積換算値 面積換算値

玄米トン ha ha 玄米トン ha ha

神 戸 市 9,656 1,886 0 姫 路 市 9,098 1,794 0

尼 崎 市 168 35 0 神 河 町 1,581 336 0

西 宮 市 281 59 0 市 川 町 1,779 363 △ 4

芦 屋 市 4 1 0 福 崎 町 1,559 306 0

伊 丹 市 178 36 0 相 生 市 859 168 0

宝 塚 市 801 163 0 赤 穂 市 1,973 382 0

川 西 市 213 43 0 上 郡 町 2,002 396 0

三 田 市 4,731 935 83 佐 用 町 3,391 689 0

猪 名 川 町 847 173 0 た つ の 市 6,291 1,201 0

明 石 市 1,419 274 △ 3 宍 粟 市 4,286 893 0

加 古 川 市 5,481 1,038 0 太 子 町 934 180 0

高 砂 市 528 103 0 豊 岡 市 12,951 2,559 0

稲 美 町 4,080 779 0 香 美 町 2,312 478 0

播 磨 町 100 20 0 新 温 泉 町 2,458 502 0

西 脇 市 1,405 287 0 養 父 市 3,269 663 0

三 木 市 3,108 642 △ 62 朝 来 市 4,527 905 0

小 野 市 4,811 931 0 丹波篠山市 10,763 2,166 0

加 西 市 8,020 1,554 0 丹 波 市 13,174 2,750 0

加 東 市 3,618 721 0 洲 本 市 3,810 749 0

多 可 町 2,211 473 0 南あわじ市 7,320 1,452 0

淡 路 市 4,422 877 △ 15

※端数処理しているため、各市町の数値の合計と県全体数値は一致しません。

令和６年産市町別主食用米の生産目安　（全体数量及び面積換算値）

市町名

令和６年産市町別主食用
米の生産目安

（参考）
令和５年産
生産目安面
積との比較

市町名

令和６年産市町別主食用
米の生産目安

（参考）
令和５年産
生産目安面
積との比較

- 7 -
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予定数量 811 ｔ 生産目安 847 ｔ 猪名川町地域農業再生協議会

予定面積 165.9 ｈａ 面積換算 173.0 ｈａ

基準単収 489 kg/10a 基準単収 489 kg/10a

そば

主食用米 新規需要米 加工米 予定数量 作付面積
作付目標

面積
主食作付

面積
その他
水稲

作付率 作付面積

(ａ) (ａ) （a) （a) (玄米kg) （30ｋｇ/袋） (ａ) ①　(ａ) ②　(ａ) ②/① 　(ａ)

1 原 1,252.2 578.0 0.0 0.0 0.0 28,264 942 100.9 3.1 578.4 578.0 0.0 99.9 97.8

2 内馬場 688.9 252.3 12.7 0.0 0.0 12,337 411 40.9 ▲ 0.3 249.3 239.6 0.0 96.1 41.2

3 民田 754.6 425.5 0.0 0.0 0.0 20,807 694 23.6 0.0 425.5 425.5 0.0 100.0 23.6

4 上阿古谷 2,336.0 1,179.8 ▲ 132.9 0.0 0.0 57,692 1,923 51.3 8.0 1,334.2 1,312.7 0.0 98.4 43.3

5 下阿古谷 1,038.3 609.9 ▲ 7.0 0.0 0.0 29,824 994 27.6 0.0 620.6 616.9 0.0 99.4 27.6

6 北田原 1,224.0 475.1 ▲ 16.2 0.0 0.0 23,232 774 0.0 0.0 508.5 491.3 0.0 96.6 0.0

7 南田原 1,208.4 508.4 2.7 0.0 0.0 24,861 829 36.3 0.0 547.9 505.7 0.0 92.3 36.3

8 北野 264.8 145.4 ▲ 22.1 0.0 0.0 7,110 237 0.0 0.0 171.6 167.5 0.0 97.6 0.0

9 紫合 2,007.6 1,001.5 0.0 0.0 0.0 48,973 1,632 74.0 0.0 1,014.8 1,001.5 0.0 98.7 74.0

10 柏梨田 483.1 154.6 ▲ 1.7 0.0 0.0 7,560 252 0.0 0.0 167.7 156.3 0.0 93.2 0.0

11 上野 896.6 340.9 0.0 0.0 0.0 16,670 556 35.2 0.0 356.6 340.9 0.0 95.6 35.2

12 広根 1,447.5 857.7 1.0 0.0 0.0 41,942 1,398 0.0 0.0 870.3 856.7 0.0 98.4 0.0

13 銀山 156.0 61.0 0.0 0.0 0.0 2,983 99 0.0 0.0 60.6 61.0 0.0 100.7 0.0

14 猪渕 380.0 122.6 0.0 0.0 0.0 5,995 200 69.5 0.0 128.5 122.6 0.0 95.4 69.5

15 肝川 843.2 477.4 0.0 0.0 0.0 23,345 778 0.0 0.0 459.6 477.4 0.0 103.9 0.0

16 差組 440.8 214.9 ▲ 3.5 0.0 0.0 10,509 350 0.0 0.0 218.0 218.4 0.0 100.2 0.0

17 万善 718.6 129.6 15.6 0.0 0.0 6,337 211 47.9 ▲ 3.1 128.2 114.0 0.0 88.9 51.0

18 槻並 3,771.0 1,767.0 ▲ 20.8 0.0 0.0 86,406 2,880 170.4 ▲ 30.4 1,607.1 1,787.8 0.0 111.2 200.8

19 木津上 1,356.2 443.4 ▲ 22.5 0.0 0.0 21,682 723 73.8 18.8 464.5 465.9 0.0 100.3 55.0

20 木津 583.1 342.1 4.8 0.0 0.0 16,729 558 0.0 0.0 370.9 337.3 0.0 90.9 0.0

21 木間生 532.2 275.3 0.0 0.0 0.0 13,462 449 0.0 0.0 275.3 275.3 0.0 100.0 0.0

22 杤原 1,114.8 432.0 0.0 0.0 0.0 21,125 704 0.0 0.0 456.0 432.0 0.0 94.7 0.0

23 林田 612.8 110.8 0.0 0.0 0.0 5,418 181 0.0 0.0 110.8 110.8 0.0 100.0 0.0

24 笹尾 1,584.6 696.7 ▲ 122.9 0.0 0.0 34,069 1,136 532.4 131.6 834.0 819.6 0.0 98.3 400.8

25 清水 934.3 413.0 2.5 0.0 0.0 20,196 673 26.5 0.0 362.7 410.5 0.0 113.2 26.5

26 清水東 1,017.1 527.7 ▲ 30.5 0.0 0.0 25,805 860 82.7 0.0 603.4 558.2 0.0 92.5 82.7

27 仁頂寺 328.8 116.2 0.0 0.0 0.0 5,682 189 0.0 0.0 118.5 116.2 0.0 98.1 0.0

28 島 448.3 233.6 0.0 0.0 0.0 11,423 381 10.8 0.0 230.8 233.6 0.0 101.2 10.8

29 鎌倉 816.6 424.9 ▲ 11.0 0.0 0.0 20,778 693 28.4 0.0 468.7 435.9 0.0 93.0 28.4

30 杉生 1,242.8 553.6 0.1 0.0 0.0 27,071 902 0.0 0.0 547.8 553.5 0.0 101.0 0.0

31 西畑 1,674.1 1,111.7 10.4 0.0 0.0 54,362 1,812 350.3 ▲ 63.4 495.7 1,101.3 0.0 222.2 413.7

32 柏原 2,668.0 918.6 0.0 0.0 0.0 44,920 1,497 299.7 0.0 1,048.2 918.6 0.0 87.6 299.7

33 農会外 2,561.2 688.7 0.0 0.0 0.0 33,677 1,123 0.0 ▲ 3.4 681.0 688.7 0.0 101.1 3.4

合　計 37,386.5 16,589.9 ▲ 341.3 0.0 0.0 811,246 27,041 2,082.2 60.9 16,515.7 16,931.2 0.0 102.5% 2,021.3

※ 四捨五入により計算の値が一致していない場合もある。 ▲はマイナス

※ 袋数は、集落の生産数量目標を３０ｋｇで割った数値で、少数点以下は四捨五入している。

令和６年産米の集落別の作付予定面積調査結果一覧表

集落
番号

水稲集落名
水田面積

令和６年産米の需要量の関する情報
<参考>令和５年産米の作付状況

  作付予定面積

水　稲 そば

５年産との
比較

5年産と
の比較
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35.5 35.3
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作付面積

収穫量

令和６年産主食用米の生産目安 参考情報    

兵庫県農業活性化協議会作成 

１ 全国の米の需要動向（令和５年10月「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」より） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 全国の令和６/７年の需給見通し（令和５年10月「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」より）  

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 主食用米の生産状況（全国と兵庫県の比較） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

（千ｈａ） （千トン） 

令和６/７年主食用米等需要量は 671 トンと見通され、令和６年産主食用米等生産量は、令和５年
産と同水準の作付面積としても需要量を下回る 669 万トンとなるため、令和５年産と同水準の作付面
積として 669 万トンと設定。 

令和５年産の作付面積は、全国、兵庫県ともに前年から減少した。 
10a あたり予想収穫量は、全国では大雨と日照不足等により前年比減。兵庫県でも 7 月以降の記

録的な高温の影響から県北、県南地域での収量減少が見られ、前年比減となった。 
結果、収穫量は、全国、兵庫ともに前年比減となっている。 

【出典：令和５年産水稲の作付面積及び 10 月 25 日現在の予想収穫量」（農林水産省）(令和５年 11 月 10 日公表)より】 

（万ｈａ） （千トン） 全 国 兵庫県 

平成 20 年をピークに人口が減少局面に入ったことを踏まえ、より実情に即した需要見通しを算出
する観点から、平成 30 年産から１人当たり消費量（推計値）に人口（推計値）を乗じて算出される。 

将来の１人当たり消費量（推計値）に人口（推計値）を乗じて需要見通しを算出将来の１人当たり消費量の推計 
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10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
18,000

25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年 2年 3年 4年 5年

米の相対取引価格の推移
全国

兵庫県産コシヒカリ

兵庫県産キヌヒカリ

兵庫県産ヒノヒカリ

 

４ 米の６月末在庫状況（令和５年１０月「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 米の価格動向（全銘柄平均と県産米との出荷業者と卸売業者との間での相対取引価格の比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

平成 26 年産以降、米価は上昇傾向で推移していたが､令和２、３年産は前年比減で推移。 
令和４年産から上昇傾向となり、令和５年産についても全国・兵庫県ともに、前年比増で推移。 

【出典：米に関するマンスリーレポート 11 月号(農林水産省作成･公表)】 

全国段階の在庫については、近年の増加傾向から、R４年６月末時点では横ばいとなったが、令和
５年の在庫量は、国が価格安定の目安としている 200 万トンを下回った。 

兵庫県の在庫についても、前年比減で推移。 

※ ５年産の価格は、出回り～５年 10 月の平均価格。 

（円/玄米 60kg） 

◇兵庫県農業活性化協議会では、令和６年産米の作付判断の参考としていただけるよう、主食用米

の生産目安と併せて、米の生産をめぐる国・県の情報を提供しております。地域の関係者や生産

者の皆様には、これらの情勢を注視しながら、最寄りのＪＡや集荷業者等と早めに御相談いただ

き、売り先・行き先を確保した米の生産に取り組んでいただきますようお願いいたします。 
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令和６年産酒造好適米 参考情報    

兵庫県農業活性化協議会作成 

１ 全国の酒造好適米の需給見通し（酒造好適米等の需要量調査結果（令和5年9月）より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 産地別の需要量調査結果（酒造好適米等の需要量調査結果（令和 5 年 9 月）より） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

●令和 6 年産の兵庫県産酒造好適米の需要量（見込）は、前年と同程度となっている。 

●兵庫県産山田錦の需要量についても、前年と同程度と見込まれている。 

● 令和４年産については、全体需要量と生産量を比較すると、６～７千㌧程度供給過剰となってい
ると推計され、令和５年産全体需要量については、令和４年産の全体需要量から＋３千㌧程度
増加となっている。 

● 令和６年産については、全体需要量が８２～８４千㌧程度と見込まれる中、各産地においては、
自らの在庫状況、令和５年産の生産及び需要動向等を踏まえ、需要に追う下生産に取り組むこ
とが重要。 

需要量調査結果(産地別) 

山田錦の需要量 
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【その他参考情報】 

〇 令和４年産酒造好適米の生産状況（日本酒をめぐる状況（令和5年9月）より）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 日本酒の出荷状況（米に関するマンスリーレポート（令和5年10月）より）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日本酒の国内出荷量については、近年、減少傾向で推移しているが、平成 30 年以降は減少幅が

大きくなり、これまで堅調に推移していた特定名称酒についても減少に転じた。 

●令和４年は、日本酒全体としては、前年と同水準で推移しており、一般酒が対前年比▲３％と減少す

る中、特定名称酒は対前年比＋５％と増加した。 

●輸出については、海外での日本食ブーム等を背景に増加傾向で推移しており、令和２年は新型コロ

ナウイルス感染症の世界的なまん延等の影響により減少したものの、令和３年には大幅に回復。令

和４年は対前年比＋12％と増加したが、令和 5 年前半は対前年同期比▲18％となっている。 

●令和４年産酒造好適米の生産量は、約８．０万トンとなっており、このうち、兵庫、新潟、岡山、秋

田、長野の５県で約６割を占めている。 

●酒造好適米の中でも、特に「山田錦」は全国の酒造メーカーからのニーズが多く、兵庫県は全生

産量の約 60％を占めている。 

◇ 兵庫県農業活性化協議会では、令和６年産酒造好適米の作付判断の参考としていただけるよう、

国の需要量調査の結果等を基に、参考情報を提供しております。 

なお、酒造好適米の生産については、酒造メーカーとの全量契約栽培が基本となりますので、地

域の関係者や生産者の皆様には、これらの情勢を注視しながら、最寄りのＪＡや集荷業者等に早め

に需要の動向を御確認いただき、売り先・行き先を確保したうえで取り組んでいただきますようお願

いいたします。 
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令和６年度 農会長連絡票について 

 

新年度の役員については、年度当初に自治会長を通じて町地域交流課へ報告頂くところではあ

りますが、農業環境課において新年度の事務を円滑に進めるために、お手数ではございますが新

年度の農会長がお決まりになりましたら、下記の農会長連絡票を同封しておりますので報告をお

願い致します。（ＦＡＸ可） 

 

○提出先 

 町役場農業環境課（ＦＡＸ可） 

 

○提出期日 

 令和６年３月２９日（金） ※決まり次第、ご報告をお願いいたします。 

 

 

＜参考＞ 

ＦＡＸ ０７２－７６６－７７２５  農業環境課 農政担当 宛て            

 

令和６年度 農会長連絡票 

 

                                                     令和６年  月  日 

  

 

        農会名                        

        

氏 名                        

 

住 所                        

 

電 話 番 号                   

 

携帯電話番号                     

 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                            

 

新年度の役員については、年度当初に自治会長を通じて町地域交流課へ報告頂くところではありますが、農

業環境課において新年度の事務を円滑に進めるために、お手数ではございますが新年度の農会長がお決まりに

なりましたら報告をお願い致します。（ＦＡＸ可） 

※日中、連絡がつく電話

番号の記載をお願いいた

します。 
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令和５年 鳥獣害アンケートの記載について（依頼） 

 

 

寒冷の候、貴台におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申しあげます。 

平素は、町農政の推進につきまして、格別のご支援・ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

さて、例年ご協力いただいております、「①兵庫県森林動物研究センターの鳥獣害アンケー

ト」及び「②町独自の鳥獣被害アンケート」を実施いたしますので、お忙しいところお手数

をお掛けいたしますが、別紙の様式（２種類）にて回答を宜しくお願いいたします。 

また、町が実施するアンケートにつきましては、回覧にて農会内の農家のみなさまに記載

いただきますようお願いいたします。 

なお、記載方法等でご不明な点がありましたら、下記担当までお問い合わせください。 

 

記 

 

１ 回答期日  令和６年２月２２日（木）まで（町役場までご提出願います） 

 

２ 送付資料 

【共通】 

・令和５年 鳥獣害アンケート記載説明資料 

 

【① 兵庫県森林動物研究センター】  

・令和５年 鳥獣害アンケート（Ａ３両面：１枚） 

・令和５年 鳥獣害アンケート記入例（Ａ４両面） 

・中型動物の見分け方（Ａ４） 

・鳥獣害アンケート結果報告（令和４年分）（Ａ４） 

※ このアンケートは農会長のみ記載となります。 

 

【② 猪名川町】 

・令和５年 鳥獣被害調査アンケート（Ａ４：回覧数分） 

・令和５年 鳥獣被害調査アンケート記載例（Ａ４） 

※ このアンケートは農会の皆様に回覧いただき、該当者にて記載願います。 

 

３ 提出物 

  ・令和５年 鳥獣害アンケート（Ａ３両面）・・・ 【①兵庫県森林動物研究センター】 

  ・令和５年 鳥獣被害調査アンケート（Ａ４） ・・・ 【②猪名川町】

＜問い合わせ＞ 

猪名川町役場 地域振興部 農業環境課 

担当：森田 

TEL : 072-766-8709 FAX: 072-766-7725 
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令和５年 鳥獣害アンケート記載説明資料 

 

① 【兵庫県森林動物研究センター】 令和５年 鳥獣害アンケート調査（Ａ３両面） 

 

 ・令和５年１月 ～ 令和５年１２月 の野生鳥獣による被害状況や生息動向、地区での防

除の状況について、記入例を参考に記載してください。 

 

 ・アンケートにある「品目ごとの農業被害」は、本来の生産量に対する被害割合とありま

すが、わかりにくければ被害面積の割合と捉えていただいても構いません。 

 

 ・記載については、聞き取りのうえ記載していただけるとありがたいですが、できない場

合は、農会長の主観でご記入ください。 

 

 ・用紙は機械で自動読み取りします。以下の点にご注意ください。 

  ※調査用紙は汚さないでください。また、二つ折以外の場所で、折り目は付けないでく

ださい。 

  ※記入は黒色の鉛筆またはペンで、濃くはっきりと書いてください。枠からはみださな

いように記載ください。裏写りするマジックは使用しないでください。 

  ※消しゴムを使う場合は、消し跡が残らないようにきれいに消してください。修正液に

よる修正は、枠線を消さないようにお願いします。 

 

 

② 【猪名川町】 令和５年 鳥獣被害調査アンケート（Ａ４） 

 

 ・町独自に町内の鳥獣害による農作物被害を算定するために、①被害動物、②被害作物、

③被害面積 を記載していただきます。 

 

 ・令和５年１月 ～ 令和５年１２月 の野生鳥獣による被害状況について、記載してくだ

さい。 

 

 ・被害動物について、具体的な動物がわからない場合は、一番可能性が高いと思われる動 

物を書いてください。 

 ・被害動物や被害作物が多い場合は、複数行を使って書いてください。 

 ・被害面積はおおよそで結構です。単位は「㎡」、「a（アール）」、「反・畝」のいずれを使 

ってもらっても構いません。ただし、単位は必ず書くようにしてください。 

 

 

  

●記載方法について、不明な点がありましたら、町役場農業環境課 

までお問い合わせください。 
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  令和６年１月１８日 

  

各農会長 様 

農業環境課長 春名 恵介 

 

 

農作業における野焼きについて（依頼） 

 

 

 いつも町行政にご協力賜り誠にありがとうございます。 

標記の件につきまして、最近野焼き（野外焼却）から発生する煙や臭いに対する苦情が多

くなってきております。農業を営むにあたり野外焼却が一定必要な旨は重々承知しておりま

すが、貴職から農業者にご周知いただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。特に火

をつけたまま、その場を立ち去る行為につきましては、周辺に飛び火し火事となる恐れもご

ざいますので、ご周知のほどよろしくお願いいたします。 

今年度、4月に配布いたしました野焼きに関するチラシについても添付しておりますので

大変恐縮ではございますが、ご回覧いただきますと幸いです。何卒、ご理解、ご協力のほど

よろしくお願いいたします。 

 

 

【お問い合わせ先】 

猪名川町役場 

農業環境課 環境衛生担当 乾、田形 

072-766-8709 
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農作業における野焼きについて 

周辺の生活環境に十分配慮しましょう 

近年、野焼き（野外焼却）から発生する煙や臭いに対する苦情が増え 

ています。農業を営むために必要な野外焼却であったとしても、周辺の

生活環境に対する十分な配慮が必要です。次の事項に留意のうえ、周辺環境との調和を図っ

てください。 

○廃棄物の野外焼却は原則禁止です 
 廃棄物を野外で焼却することは、原則、法律で禁止されています。  

○野外焼却の禁止には例外規定があります 
 次の場合は法律に定められた例外として、野外焼却が認められています。 

 

① 国等公共団体がその施設の管理を行うために必要なもの 

② 災害の予防、応急対策または復旧のために必要なもの 

③ 風俗習慣、または宗教上の行事を行うもの 

④ 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われるもの 

⑤ たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる焼却であって軽微なもの 

 

○周辺の生活環境への配慮が必要です 

 例外とされた行為であっても、むやみに燃やしてよいということではありません。気象条

件や時間帯、焼却量によっては、大量に発生する煙や臭いが、周辺の生活環境に悪影響を及

ぼすおそれがあります。（※住宅や交通量の多い道路に近いところでは特に注意が必要です。） 

 例外として認められた野外焼却をする際には、次の点を参考にして、周辺の生活環境に十

分配慮したうえで行ってください。 

 

  ・草はよく乾燥させて、少量ずつ燃やしてください。 

  ・できるだけ風のない日を選んでください。 

  ・時間帯に配慮してください、 

  ・野外焼却以外に適切な方法がとれる場合は、できる限り、 

周辺環境との調和が図られる方法を優先してください。 

 

〇警察から注意喚起がありました 

農業に関する田畑内における焼却(野焼き)であっても、消火水の準備、風向き等の考慮、

その場を離れない等の防火上の注意・管理責任を怠った場合は、『相当な注意をしないで火

をたいた』として、軽犯罪法違反の火気乱用の刑責を問われる可能性があります。 

 十分に注意して頂くと共に、事前に野焼きの実施日時が計画できる場合は、猪名川町消防

本部への事前届け出を実施するなどの配慮をお願いします。 

【問い合わせ先】役場農業環境課環境衛生担当   

   ℡７６６－８７０９      
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